
本日は『一般廃棄物処理基本計画改定に向けて』と題しまして、
清掃一組の一般廃棄物処理基本計画について、また現在検討を進
めております次期計画の改定における進捗状況等について説明い
たします。
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本日の内容です。
「１ 一般廃棄物処理基本計画について」では、計画の概要や

主なポイントなどを中心に説明します。
「２ ごみ量の予測」では、最新のごみ量予測について説明し

ます。
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最初に「１ 一般廃棄物処理基本計画について」、説明しま
す。
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はじめに、一般廃棄物処理基本計画とは、略して「一廃計画」
と言いますが、清掃一組にとって、２３区から発生するごみを将
来にわたって安定的に全量処理するための計画となります。

図のように、清掃事業には、ごみの収集運搬・中間処理・最終
処分の３つの過程があります。
これら清掃事業は、平成12年度に東京都から２３区に移管さ

れ、２３区の事業となりました。
その中で、収集・運搬は各区が、ごみの焼却等の中間処理は、

２３区が清掃一組を設置し、共同処理で行うことになりました。
最終処分は処分場を設置・管理する東京都へ委託する形で相互

に連携して行っています。

つまり、清掃一組の一廃計画は、２３区がごみの共同処理を行
うための計画です。
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また、清掃一組の一廃計画は、清掃一組の事業運営の最上位計
画である「基本計画」の柱の一つとして、一般廃棄物の中間処理
等について具体的な取組を定めるという性格と、廃棄物処理法に
基づき、清掃事業の主体たる市区町村(区や清掃一組)が定める計
画という２つの性格を持っています。

一廃計画は、計画期間を10年から15年間とし、概ね５年ごと又
は社会情勢の変化に合わせて改定します。

清掃一組では、平成12年の設立以降、一廃計画の改定を重ね、
現在は第５次計画となっています。
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現行の第５次計画は令和３年２月に改定しました。
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しかし、新型コロナ禍のごみ量の急激な変化及び
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プラ新法によるプラスチックの資源化の動向、
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エネルギー価格や建設資材価格の高騰の影響など、ごみ処理を
取り巻く状況に大きな変化が見られました。
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このような変化に対応するために、第６次計画への改定を５年
目ではなく、４年目となる令和７年２月に行うこととしました。
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次に、第６次計画への改定に向けての説明をします。

第６次計画の改定時期は、令和７年２月を予定しています。
計画期間は、令和７年度から令和21年度までの15年間となりま

す。

第６次計画の内容は、表のとおりです。
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次に、第６次計画改定に当たって想定している主なポイントで
す。
それぞれについては、以降で説明します。
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はじめに、「ごみ量予測と処理量予測」についてです。
グラフは実績ごみ量の推移です。ごみ量は新型コロナ前は280～270

万トン台で推移していましたが、新型コロナ禍に事業系持込ごみを中
心に250万トン台まで減少しました。
今後は、２３区で人口増加が予想されていること、また新型コロナ

禍からの経済活動回復などがごみ量の増加要因として考えられます。
一方でプラスチック資源化などがごみ量の減少要因として考えられま
す。
これらを踏まえて、第６次計画の基礎となるごみ量予測を行いまし

たので、後ほど説明します。
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次に、清掃工場の施設整備計画についてです。
表は清掃工場の稼働年数の推移です。
清掃工場は、しゅん工から20年を経過すると焼却炉等のプラント設

備の能力低下や故障の増加などが見られるようになります。
そのためプラント設備の耐用年数は全国的にも25年から30年と言わ

れています。
表中の黄色の部分がしゅん工25年から30年を示しており、建替工事

等の検討対象となります。
２３区内には、22の清掃工場がありますが、そのうち16の清掃工場

は平成初頭に建設されており、今後建替工事等の対象となってきま
す。それがこちらとなります。
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既に建替工事やリニューアル工事が計画又は工事に着手している工
場もありますが、その他の工場についても２３区のごみを処理しなが
ら、今後、いかに整備計画を組んでいくかが課題となります。
さらに、近年は10年前と比べて約３倍に高騰している工事費用も課

題となっています。
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また、新江東清掃工場、港清掃工場については、延命化工事を経
て、令和20年代にはしゅん工から40年を迎えることとなります。
両工場の建替工事時には合計で年間約75万トン分の焼却能力が低下

することになり、これから建替工事等を計画する工場については将来
にわたってごみ量に対して焼却能力を確保できるように施設規模の見
直しを検討する必要があります。
加えて区民の皆様には、さらなるごみ減量へのご協力をお願いしま

す。
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次に、最終処分場の延命化についてです。
限りある最終処分場をできるだけ長く確保していくためには、最終

処分量の削減が不可欠です。

オレンジ色の棒グラフは、最終処分量の推移です。
青色の棒グラフは、セメント原料化等の焼却灰資源化量の推移で

す。
焼却灰資源化量が増えることによって、最終処分量の減少に寄与し

ています。
しかしながら、近年ではセメント業界の不振やエネルギー価格高騰

に伴う処理コストの上昇などにより資源化施設の受入量が減少傾向に
あります。焼却灰の資源化が困難となれば
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このように最終処分量にも大きく影響することになりますので、ご
み削減やさらなる資源化の取組なども総合的に検討していく必要があ
ります。
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次にカーボンニュートラルに向けた取り組みについてです。

清掃工場等からごみの中間処理に伴って発生したＣＯ₂は令和４年
度で約137万トンとなっています。
このうち黄色の部分は、施設の稼働に伴う電力や都市ガスの使用に

由来したＣＯ₂（エネルギー起源ＣＯ₂）で約３万トンとなります。ピ
ンク色の部分は、ごみから発生したＣＯ₂（非エネルギー起源ＣＯ₂）
で約134万トンとなっています。

可燃ごみを衛生的に焼却処理する上でＣＯ₂の発生は避けられませ
んが、清掃一組では、ごみ発電によって化石燃料によらない電力を供
給することで社会全体でのＣＯ₂削減に寄与するとともに、清掃工場
に太陽光発電や省エネルギー型の機器の導入も進めてきました。
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また、清掃工場からのＣＯ₂回収と回収したＣＯ₂利活用について、
国内でも様々な検討がされていますが、清掃一組でも、令和７年度か
ら板橋、品川の２工場で官民連携によるＣＯ₂回収の実証事業を行い
ます。実証期間は板橋工場は1年間、品川工場は７年間を予定してい
ます。

ＣＯ₂回収技術やＣＯ₂利活用先など課題は多くありますが、２３区
の清掃事業全体でカーボンニュートラルを実現していくためには、Ｃ
Ｏ₂の元となるごみの減量と清掃工場からのＣＯ₂回収と利活用につい
て検討が必要と考えています。
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最後に清掃工場の施設整備、最終処分量の削減、カーボンニュート
ラル等の各課題に取り組んでいく上で、共通して必要となるのは、さ
らなるごみ減量です。
令和４年度の清掃工場に搬入されたごみの内訳はグラフに示すとお

りです。紙類、生ごみ等及びプラスチック類で、清掃工場に搬入され
たごみ全体の８割以上を占めています。

引き続き、２３区と連携しながら、より実効性のあるごみ減量施策
を検討していく必要があります。
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次にごみ量の予測について説明します。
ごみ量の予測は、清掃工場等の施設整備計画など清掃一組の重要施

策の根拠となります。
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まず、青色の線は、平成27年度から令和４年度までの実績ごみ量の
推移を示したものです。
ごみ量は、新型コロナ禍で大きく減少しました。
これは２３区外への人口転出、事業活動の制限などが影響したもの

と考えられます。
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次に、緑色の線は、現行の第５次計画の予測ごみ量です。
こちらは、新型コロナ前に予測したごみ量となり、新型コロナ禍で

減少した実績ごみ量と比べて乖離が生じてしまいました。
そのため新型コロナの影響と今後の人口や経済の動きを見据えて、

あらためてごみ量を予測しました。

24



それが赤色の線の第６次計画の予測ごみ量となります。

25

それが赤色の線の第６次計画の予測ごみ量となります。



今後しばらくは２３区で人口増加が予測されていること、また新型
コロナ禍からの経済回復などから、新型コロナ禍で減少したごみ量と
比べて増加が予測されますが、生活や経済活動の変化、プラスチック
資源化などにより、新型コロナ前のごみ量は下回ると予測しました。
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また、製品プラスチックの資源一括回収については、各区で実施状
況が異なるため、令和12年度末に２３区全域で本格実施されるものと
して、ごみ量の減少を見込みました。
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その後、令和17年度をピークに人口増加が予測されていることか
ら、これに合わせてごみ量は横ばいで推移すると予測しました。
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ごみ量予測における、プラスチックの資源化の考え方についてで
す。
環境省の「地球温暖化対策計画」では令和12年度までにすべての市

町村でのプラスチックの分別収集実施を想定し、１人当たり年間
9.64kgのプラスチック資源回収量を見込んでいます。
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２３区の場合、すでにプラスチック資源一括回収を実施している区
の実績から、区民１人当たり9.8kgのプラスチック資源回収量を見込
みました。
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ここから令和12年度の２３区全体でのプラスチック資源回収量は約
9.8万トンと予測され、現行の容器包装プラスチック資源回収分等の約
3.1万トンを差し引いて、約6.7万トンのプラスチック資源回収の増加
を見込みました。
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続いて、ごみ量の予測に用いた東京都による２３区の人口予測で
す。
緑色の線が第５次計画のごみ量予測に用いた平成29年３月の東京都

による人口予測です。
赤色の線が第６次計画のごみ量予測に用いた令和５年３月の東京都

による人口予測です。
比べると人口のピークで20万人多く、また人口増加がより後年まで

続く予測となっています。
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次に、家庭ごみの１人１日当たりの量と人口予測の関係を示したグ
ラフです。
家庭ごみ量（可燃、不燃、粗大）の１人１日当たりは、年々減少で

見込んでいます。
ただし、人口は増加傾向にあるため、両方を踏まえてごみ量を予測

しています。

33



最後に今後の予定についてです。
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令和６年度第１回「区民との意見交換会」を今年の６月～７月に予
定をしており、その中で進捗について説明し、意見交換させていただ
きます。

その後、令和６年９月以降に第６次計画の原案を作成し、パブリッ
クコメントに合わせて第２回「区民との意見交換会」で説明し、意見
交換させていただければと思っております。
区民との意見交換会及びパブリックコメント実施の際には、当組合

ホームページでお知らせいたします。

最終的な改定は令和７年２月を予定しております。
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以上で説明を終わります。
ご清聴ありがとうございました。
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